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1は じ め に

近世関東におけ る地域的特質を考えるにあ

た り,そ れを政治 ・支配の側面か らの枠組み

と民衆の伝統的 ・地縁的側面か らの枠組みの

相互関係か ら導き出 してみ ようとい う試みが

最近行なわれている.そ れが,近 年 「関東の

領域支配 と民衆」をテーマとして種 々論議を

重ねてきた関東近世史研究会の活動を中心 と

して推進されていることは,周 知のところで

あろ う.そ して,そ れがいわゆる 「領」問題

として各方面の研究水準を高めることに役立

っていることは,衆 目の一致す る点であると

思われる.

この 「領」問題は,追 求すればす るほ どそ

の裾野の広 さに驚かされるのであるが,そ れ

だけ多 くの問題点を包含 しているとい う点か

らしてみても,近 世関東の地域的特質を明ら

かにす るための好テーマであることがわかる

のである.だ が,現 在の ところどちらか とい

えば政治 ・支配構造か らの分析が中心 となっ

てお り,経 済構造 といった側面からの研究は

ほ とんどなされていないといえ よう.

そ こで本稿では,ま ず この 「領」研究につ

いて これまでの成果を大 まかに まとめ,そ の

うえで 「領」における経済的側面の問題を考

えてみることに したい.支 配権力による公的

な力 と農民たちの地域的 ・自立的な秩序たる

私的な力の対抗関係か らこの 「領」が成 り立

っているとい う分析は,確 かにこの問題の基

底をなす ものである.だ が,そ れはまた単に

政治 ・支配的な機構だけで解決がつ くもので

もない.少 なくとも,地 域的特質を念頭),rY`.置

きつつ この問題を解明 しようとするな らば,

経済的側面の分析は必須の事項 となろ う.無

論本稿でその全てを語 るなどとい うことはで

きようはずもない.そ のための足 掛 り と し

て,少 々考察 してみ ようとい うものである.

本稿 で 取 り上げるのは,い わゆる 「圏」,

それ も特に 「領」内の市場を中心 とす る 「市
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場圏」 の問題である.こ れは,特 に低生産地

帯の農民たちが何処で,年 貢用のあ るいは自

給用の産物購入のための貨幣を手に入れたの

か,と い う問題 もはらんでお り,か な り興味

深いものである.と もあれ この問 題 を 通 じ

て,「 領」の経済構造の一端を明らかに す る

試みを してみようと思 う.

II「 領」研究の課題と現状

「領」については,こ れ まで数多 くの 研 究

がなされてきたが,こ こでは,最 近の研究を

中心 として,そ こで取 り上げられている問題

と課題を中心にまとめてみたい.

まず,こ の 「領」 を近世関東地域の社会構

造的特色 と位置づけて,研 究対象 としてスポ

ッ トを当てた 「関東近世史研究会」の大会で

発表された論稿から検討することにしよう.

は じめに,「 領」問題の先鞭者の一人 で あ

る澤登寛聡の視点に注 目して み た い.澤 登

は,「 領」 を 「戦国期 の 後北条支配r領 』域

で,在 地領主お よび小領主の展開を背景 とし

て成立する地域支配の枠組」 と定 義 し て い

る.そ して,「 後北条滅亡後における家 康 の

関東支配お よびr徳 川政権』の関八州支配の

成立過程に も継承 ・再編 ・拡大 され,そ れ以

後 も国制を補完すべ きものとして村を包む地

域 支配の基本的枠組 として維持 され る」 もの

と評価す るのである([39]).つ ま り,これま

で国郡制 と郷村制 とい う近世社会の支配構造

の中心的枠組 と考えられてきた システム以外

に,よ り地域に密着 した形での支配形態があ

ったのではないか。そ うした地域性にのっと

った形態が取 られなければ,各 地域の特徴に

合致 した支配は行なわれず,色 々な点で歪み

が出てきた筈である.そ うした歪みな しに近

経 済 論 集VoLXVII,No.2

世社 会が形成 され て いった 背 景 に は,こ の

「領」 とい う枠 組 が大 きな役割 を果 た した の

では ないか,と い うので あ る.そ して,そ の

際 の「領 」 の担 い手 と して 中世 ・戦 国期 か ら

の「小領 主」 の存在 を 積極 的 に 評価 しつ つ,

この形態 がそ の後 の近 世幕藩 体制 の中で も継

続 され てい った と結論 づけ るので あ る.

澤 登 は,こ の 「領」 を 「徳 川政権」 の関八

州支 配 の成立過程 か らとらえ よ うとした ので

あ るが,こ の どち らか とい うと大枠 か らのマ

クロ的 な観点に対 し,岩 田浩太郎 は江 戸周辺

の地 域編成 の特 質 とい う点か ら,ミ ク ロ的 な

積 み重ね に よって この 「領」 の特質 を解 明 し

よ うと した([8コ).

岩 田は まず,武 蔵 国 の 「領」 の存在(化 政

期 段 階)の 実 態 をお さえ,同 国では 「領 」 は

82あ り,2801ケ 村(全 体 の90.2%)が 所 属 し

て い ると して,「 領」 の設定 が武蔵 一個 規 模

で行 なわれた事 を明 らか に し た.そ し て,

「領」 は 「郡」 に とらわれず に展 開 してい る

こ と,更 に 「領 」 の構成村数 は平 均34.2村,

具 体的 に は1ケ 村(貝 塚領)か ら132ケ 村

(忍 領)と い うよ うに,構 成 村数 が一様 では

ない ことな どをふ まえつつ,「 領」 の 設 定 ・

掌 握 につ いて次 の よ うに結論 す るので ある.

す なわ ち,「 領」 は後 北条氏 の公事 の収 取 機

構 ・体系 を吸収 ・再編 して行 なわれ た もので

あ り,公 儀役賦 課 ・幕領支配 とい う点か らも

広 域的支 配を貫 徹 させ るもので あ った.つ ま

り,江 戸周辺 の地域編 成は,「 国郡 制的 枠 組

(特 に郡 制)に 基 づ く地域編 成 の原理(国 家

的 な地域 編成 の原理)の 存在 と共 に,武 蔵 国

(→ 江 戸周辺)に はそれ とは相対 的 な独 自性

を もった 『領』(制)に 基づ く地域 編成 の 原

理 が存在 し機能 して いた」 ので あ り,幕 末 に
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至 るまで存続 した この形態 こそが,武 蔵国の

地域編成の特質を現わす典型的なものとい う

のである.

この両者の指摘に共通す ることは,大 雑把

にまとめると 「領」 の編成が後北条氏に よる

支配形態の再編 ・拡大であ り,そ こに 「徳川

政権」の関東あるいは武蔵国支配の特色があ

るとい うことであった1>.

この,澤 登 ・岩田の観点を踏まえつつ,地

域は関東か らややずれるが北遠地域を例に取

って,「 領」が単なる地域呼称 としてで は な

く広域村落支配の単位であ り,そ れが村落支

配体制の特色であると位置づけたのが佐藤孝

之である([36]).

佐藤は北遠地域の 「領」が,中 世末 ・戦国

期 の支配区分をほぼ受け継いだ範囲で設定さ

れていること,そ してその呼称が北遠全域で

使用 されるようになったのが寛文期以降であ

ること,更 にこの 「領」は戦国期の支配区分

が広域支配単位 として再編成 されてお り,代

官所か らの年貢割付状 ・皆済状は 「領」単位

に発行 され,御 成箇郷帳の作成や小物成の賦

課 も 「領」単位であった こと等を解明 した.

そ して,「 検地 ・村切 りによって近世村 の 設

定は実施 され た が,支 配の実質は 〈『領』一

『在地手代』〉制に よっていた の で あ り,

『小領主』の中世以来の郷村支配力を挺 子に

村落支配が実現 された」.そ して,「 そのため

の支配単位 として設定 されたのが 『領』であ

った」([36]72頁)と している.こ の佐藤の

研究は,「 領」の性格を よ り一層明確に した

点で高 く評価できるもの といえ よう.

1)澤 登 ・岩 田両氏の 「領」に対するとらえ方

は,詳 細に見てみると少なか らぬ相違が認め

られるわけであるが,そ の点への論及はここ

での課題ではない.後 日を期すこととす る.

73

さて,こ うした 「領」 は具 体的 に どの よ う

な機能 を果た して いた のか とい う問題 に つい

て,支 配 下村 々の実態 か らの解 明を試み たの

が大石 学 であ る([13]).大 石は,武 州 野 方

領 の分 析 を通 じて,こ の領が分散 ・入組 み と

い う江 戸周 辺地域特 有 の複雑 な支 配形態 を こ

えて,地 域 的 なま とま りを もって設定 され,

幕府 か らの直接 的 な支 配を受 けて いた こ とを

明 らか に した.そ して,そ の具体的 な機能 と

負担 を次の よ うに ま とめ てい る、① 御触廻 状

の伝達 単位,② 鷹場 人足 の負担単位,③ 鷹 場

役人 宿泊費 用 の負担 単位,④ 鷹 野役所 へ の諸

届 け ・取 次の単位,⑤ 江 戸城 への 諸 上 納 物

(a・ 種物,b・ 草木類,c・ 虫類)の 負 担

単位.こ うした機 能 は,野 方 領 に お い て は

「領」一 「触 次役」 に よる支 配体 制に よって

果た され ていたの であ るが,こ れ は江 戸周辺

地域一 般 において み られ た ものであ り,こ れ

らを統 一的 に支配 ・統括 していたのが,幕 府

機関 と しての鷹野役 所 であ った.ま た,こ の

村hは 夫 役負担や 上納物 を通 じて,個 別領主

支 配を越 え て,江 戸城 ・将軍 家 と直 接結 びつ

いてお り,こ の点 か らこれ らの村 々は江 戸城

城 付地 と して存 在 し機能 していた こ とを解 明

した うえ で,大 石 は,江 戸周辺農 村 の基 本的

性 格 を この 「江戸城 城付地 」 とい う点 に ある

と したの であ る.「 領」 内の村 に視点 を あ て

てそ の機能 と負担 を解 明 した この研究 も注 目

に値 す る もので あろ う.

「領 」研究 は,こ れ らの研究 を は じめ と し

て よ り一層 深化 が計 られて い る.特 に,「 領」

内部 の具 体的 な様 相 とそ の機能 とい う点 か ら

の分析 が中心 とな ってい る とい え よ う.そ れ

を ラ フに大別す る と,一一つ は 「地域 秩序」 と

い う点 か らの分 析,も う一つ は 「領」 内にお
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け る 「役」 とい う点 か らの分析 とす る ことが

で きる.前 者 に は,澤 登([41])・ 岩 田([9])

の論稿 があ た り,後 者 につ い て は 青 木直 己

([1],[2])。 熊沢徹([25],[26])・ 小

松 修([29])・ 大友 一雄([18])・ 馬 場 憲

C[51コ,[52コ,[53⊃ な どの研究 をあ げ る

こ.とがで きる2).

特 に ここで興味深 い視点 を提示 してい るの

が,青 木直 己であ る.青 木 は,府 中領 の鷹野

支 配を 素材 として,「 役 」 の 負担 が 「領」 の

中で完結 せず,む しろ 日常的 な 組 合=「 地

域」 的つ なが りに よるそれが,農 民 の側 か ら

要求 され てい る事実 を指 摘 してい る.こ れ は

つ ま り,「 領」 とい う政 治 ・支配的 空 間 と 日

常生活 の空 間が必ず しも一 致 しては いない と

い うことで もあ る.

この点 を農民 の 「地域 的連 合」 とお さえ,

地域 秩序 の問題 とか らめて考 え る こと もで き

る.つ ま り,公 的 権力 に対す る民衆 の抵抗 と

い うわ け であ る.し か し,こ こで よ り一層 重

要だ と思わ れ るのは,農 民た ちがそ うした 日

常 的 な地 域的 連帯感 を何 に よって得 る こ とが

で きた のか,と い うこ とでは なかろ うか.経

済 的側面 か らの分析 に期待 され る ものは,ま

さに こ うした観 点で あ る とい}よ う.そ こで

次 に,「 市場 圏」 につ いて見 てみ る こ と に し

た い.

III市 場圏の考え方

まず,は じめ に 「経済 圏」 と 「市場 圏」 の

関係 につ いて簡単 に見 てお くことに しよ う.

「経 済圏」 または 「市場 圏」 につ いて の 研 究

2)こ のほかにも数多 くの 「領」研究が存在す

るが,そ の代表的なものは後尾の参考文献に

掲げた.漏 れたものも多 くあると思 わ れ る

が,参 照されたい.

経 済 論 集Vol.XVII,No.2

は数 多 くな され てい るが,特 に正面 か らこの

問題 を取 り上げ論 じた のは大 石慎三郎 で ある

([12]).大 石 は信州 上 田藩 を例 に,藩 とい う

ものが 本来独 自の経 済圏(体)を な してい る

もの なのか ど うか,と い う問題 意識 か ら分 析

してい る.そ して,近 世 的 な幕藩体 制下 の上

田藩 領は,戦 国 時代か ら近世初 頭 にかけ て成

立 していた であ ろ う六斎市(斎 市)市 場 圏 ユ

ニ ッ トと合一 してい るこ とを 明 らか に した の

であ った.こ の指摘 は,真 に示 唆に富む もの

であ って,幕 藩 体制 に よ り設 定 された支 配領

域 とそれ 以前 に存在 して いた経済 圏 との関わ

りがいか な る ものか を追 求す る必要 性を我h

に提 起 してい る.

ただ,こ こで 大 石が使 用 してい る 「経 済

圏」 と 「市場 圏」 の概念 は若干 暖昧 な点が あ

る と もい}る.そ の曖昧 さは,双 方 の違 いが

明確 に され てい ない とい う点 にあ る よ うだ.

大 石 は,「 経済(市 場)圏 」 とい った使 い 方

を した り,「 六斎 市 に よる ところの小地 域 流

通(市 場 圏)」 と規定 した りしてい るのであ

る.

確 かに,「 経 済 圏」 とか 「市場 圏」 と い っ

た言 い方 は難解 な要 素を含 んで い る.そ もそ

も,あ る一定 の商 品貨幣経済 の発 展を前提 と

して成立 してい る幕 藩体制 は,経 済 生活 を中

心 としたエ リア とい う大雑把 な意 味の 「経 済

圏」 とか,市 場 を 中心 と しての エ リア とい う

意 味で の 「市場 圏」 とい って も,取 り方 に よ

っては ど うとで も取れ る面が あ る.特 に 「市

場圏」 とい った場 合 には,三 都の市場 を考 え

れば その 「圏」 は 日本全 国に及 ぶ ものに なる

わけ だ し,小 村 の中でた て られ る 「市」 を想

定 すれ ば 「圏」 は ご く限 られ た地域 とい うこ

とに な る.「 経 済圏」 とい う場 合 に も,同 様
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の問題がは らまれているわけである.

伊藤好一・も 「藩領域市場」 とい う用語を用

いているのであるが,こ の場合 も,い わゆる

幕藩体制下 において成立 した,あ るいは成立

していた 「市場」全体を指 しているように思

われる.そ れは 「藩領域市場」成立以前の在

方市(近 世の農村に成立 した 「市」 と在方町

・在郷町に設立された 「市」)を,① 地方的

小市場圏を形成する市,② 商人団商人の参加

す る市,③ 複合家族経営の非 自給物資交換の

市,④ 土豪に帰属す る市,と い うように分類

整理 している点か らもうかが うことがでぎる

([5]7頁).大 石 と伊 藤に共 通 して い る

点は,「 藩」 とい う政治支配領域で一つ の 経

済圏が成立 しているとみている事で,こ のこ

とは両者の研究か ら疑問を挾む余地はない.

ただ し,そ れ以外にも大き くは,先 に述べた

全国的な経済圏 ・市場圏 とい うもの も存在 し

ているわけだ し,ま た小 さくは一・村単位の小

規模の市場 も存在 している.こ うした各市場

圏を どう取 り扱 うかは,こ れか ら考察されな

ければならない点であろ う.ま た,そ れ と同

時 に 「藩領域」 と 「天領」における市場が同

一に論 じられるのかど うか といった問題 も,

解決 されなければな らない.

こうした点に,興 味深い視点を提示 してい

るのが播州 と讃岐を対象に,価 格史的側面か

ら市場経済の考察を行なった植村正治である.

植村は,全 国的規模の市場圏ではな く,は る

かに小規模な市場圏を想定 して分析を進めた

のであるが,こ の場合の 「市場圏」を次の よ

うに規定す るので あ る.「 その圏内にあって

は農民も封建的諸規制下にあ りなが らも一定

の自由な経済行動を取ることができ,諸 市場

において需給法則が貫徹 しうるいわゆる 『経
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済社会』が成立 していた」エ リアであ り,特

定の市場村を中心 とした より狭い生産物市場

圏の意味につかわ れ た 「局地的市場圏」(定

期市 であろ うと常設店舗が存在 しているもの

であろ うとに関わ らず,そ の村は市場圏内に

おける生産物の交換の場所)を も包摂 し,更

に 「土地や労働などの生産要素市場や金融市

場をも包み込んで」いるもので あ る([10]

11頁).そ して,植 村はこ う した 「市場圏」

を 「便宜上」 とい う断 りをつ け な が ら も,

「地域的市場圏」 と定義 した.

この とらえ方は,共 感できるものである.

とい うのは,か な りの広が りを有す る 「市場

圏」 とい う概念が,空 間的にも理論的にもは

っき りとした限定がつけ られてい るか らであ

る.し たがって,本 稿で 「市場圏」 とい う言

葉を用いる場合,上 記植村のい う と こ ろ の

「地域的市場圏」を想定す ることとしたい.

IV「 領」 と市場圏

1.三 田領と領内市場の概要

さて,本 稿の主 目的である 「領」 と市場圏

についての考察に入ることに しよう.

まずは じめに,本 稿で取 り扱 う三田領につ

いて,そ の概要を簡単にみておこ う.三 田領

は,現 在の地名で言 うと,東 京都の青梅市 と

奥多摩町を中心 とする地域であ り,関 東山地

の谷間を流れる多摩川ぞいか ら,そ の東岸の

武蔵野台地の先端にあたる.こ の 「領」の境

は 『新編武蔵野風土記稿』に よれば,西 方か

ら北方にかけてが甲斐国都留郡 ・武蔵国秩父

郡お よび高麗郡に隣接 してお り,東 方か ら南

西にかけては山 口領 ・小宮領 と接 触 し て い

る.そ の広 さは,東 西がおよそ10里(約39.
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表1三 田領の郷と村の構成

郷 村 郷 村 郷 村

成 木 郷 上成木村 氷川郷 境 村 小曾木郷 北小曾木村

下成木村 氷 川 村 (西 分 村)

(梅 沢 村) ※青 梅 村

小河内郷 留 浦 村 (白 丸 村) 乗 願 寺村

川 野 村 棚 沢 村 根 ケ 布村

河 内 村 (小 丹 波 村) (黒 沢 村)

原 村 大丹 波 村 上 師 岡村

(川 井 村) 下 師 岡村

長 淵 郷 豪畑 中 村 (丹 三 郎 村) (野 上 村)

駒木野村 (竜 寿 寺 村) (大 門 村)

長 淵 村 (御 嶽 村) 吹 上 村

友 田 村 柚 木 村 (今 寺 村)

(千ケ瀬村) 下 村 (谷 野 村)

※河 辺 村 (沢 井 村) 塩 船 村

〔羽 村 〕 ※二 又尾 村 (藤 橋 村)

〔五 ノ神 村 〕 日影和田村 (今 井 村)

※青 梅 村 日向和田村 (木 下 村)

※二又尾村 ※畑 中 村 (南小曾木村)

(富 岡 村)

※河 辺 村

出典:r新 編武蔵風土記稿』第六巻(巻 之百十三～百十八)107～227頁,第

四巻(巻 八十九,多 摩郡之一)286～307頁

註=1.()は,郷 の所属がつまびらかではない村を指すが,地 理的に見

れば,各 々の郷に所属するものと推定され ることを示す.※ は,1

つの村が,2つ 以上の郷に跨っている場合を示す.〔 〕は,『新編

武蔵風土記稿』では,三 田 「領」 とされているが,す くな くとも,

慶長0寛 文検地では,三 田 「領」 として編成 されていない村 を示す.

2.澤 登冤聡 「近世前期における三田 『領』の町村構成と領主支配」

(東京都教育委員会r東 京都古文書集』第3巻,116頁)よ り引用.

272km)余 り,南 北 が約3里(お よそ11.919

km)と な ってい る.ま た,こ の 「三 田領 」 と

い う呼称 につ いては,明 確 では ない と しなが

らも 「古 くよ り三 田氏が領 せ しことは論 なか

るべ し」 と してい る3).

この三 田領 につ い ては,こ れ まで も澤登 寛

聡(〔40]・[41]),村 上 直(〔59])等 の 先

行研究 が あ るが,そ れ らに よれ ば,三 田領 は

「三 田谷」 あ るいは 「杣 保」 とも呼ば れて お

り,現 在の青梅 市 内に あった勝 沼城 を拠 点 と

3)「 新編武蔵風土記稿」巻之百十三(雄 山 閣

版,108頁).

した三 田氏を中心 と して 「在地領 主制,お よ

び,こ れ と主従 関係 に ある小領主 制 の独 自な

展 開 がみ られ た地域 で ある」とい う(澤 登[40]

114～115頁).つ ま り,典 型 的 な中世 の支 配

体 制が取 られた地 域 とす る ことが で き よ う.

ところで,「 三 田領」 の文 言が史料 上 で 確

認 され るのは,慶 長3(1598)年 の家康 の関

東入部 以降 に実施 され た慶長検地 の過程 で作

成 され た検地 帳が 初見 であ る と い う(澤 登

[41]22頁).し た が って,こ こでは徳川 幕府

成 立期 に,い わ ゆ る 「領」 とい う地 域支 配の

単位 が 設定 され た もの とみ る こ とがで きる.
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さて,先 の 『新 編武蔵 野風土 記稿』 に よれ

ぽ,こ の領 に所属 してい る村 は55ケ 村 であ り

(表1参 照),村 数 の規模 か らす る と武蔵 国 内

の領 の中 ではやや 大 きい方に あた る.ま た,

正保年 間 の調査 に よって作成 されたr武 蔵 田

園 簿』 に よれば,こ の領 の支配 高は8957.787

石 であ り代 宮支配 と旗本 支配 が入 り組 んで い

る ことがわ か る.

一 方 ,こ の領 に対 しては,江 戸城 の修復 を

契機 と して石灰上 納 の 「公儀御用 」が 命 じら

れ,そ れ と同時 に石灰 の独 占的販 売権 を免許

され て いる.そ の後 も,石 灰 の製造や輸 送 が

公儀 役 として賦課 され てお り,こ の点 を幕府

の政 治的支 配編成 の表わ れ と考 え る こともで

き よ う.

この よ うに見 て くる と,こ の三 田領 の特 色

のい くつ かが おのず と理 解 さ れ る.す な わ

ち,r一 に中世的 支配形 態の上 に,近 世的支

配形 態が設 定 され,こ の地域 の領 主支配 と在

地社 会が形 成 され て いった とい うこと。そ し

て第 二 に,こ の 「領」域 がいわ ゆ る山間地域

で あ り,米 穀 を中心 とす る近世 的生産様 式 か

らす れ ば低 生産地 帯 と考 え ざるを え な い こ

と,こ れ であ る.特 に経 済的側 面 か ら す る

と,こ の よ うな地 域 では年貢 の納入 をは じめ

生活 維持 のた めの換金が 必須事項 とな る点 を

指摘 しうる.

さて,次 に この よ うな特徴 を有す る三 田領

の領 内市場 につ いてみ てみ よ う.

戦 国末期 か ら近 世初期 にかけ ての関東 に お

け る市 は,周 知 の とお り六斎市 であ るが,こ

れ につ いては これ まで に杉 山博([42]),豊 田

武([47]),中 丸和 伯([49⊃,藤 木久志([55])

等 の優 れた研 究に よ り多 く の こ と が解 明 さ

れ,そ の歴 史的意義 につ いて もか な りの論 議
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がなされてきた.関 東における六斎市の展開

については,市 が開催 されていた箇所を地図

上に落 としてみると容易に理解できるのであ

るが(図1参 照),そ れが農民に よ る貨幣獲

得の場であろ うと,領 主による貨幣収取の場

であろ うとにかかわ らず広 く日常の経済活動

に影響を持 ってお り,近 世幕藩体制下の市の

存在 と人 々の経済生活を幅広 く規定 している

といえ よう.

三田領内における市 もまた,こ の六斎市の

流れをそのままに受け継 ぐ形で存 在 し て い

た.特 に山間地域であるだけに,早 期か らの

市の成立の必然挫があるわけであるが,こ こ

での特徴は,近 距離 の内に二つの市場が併存

していた ところにある.そ してこの二つの市

場,す なわち青梅市 と新町市が双方で六斎市

を形成 していたのである.こ の点については

後に詳 しく述べるが,六 斎市が江戸初期の幕

藩体制 の確立に ともなって急速に消滅 してい

くとい う説(杉 山[42])は,こ の地域 に は

当てはまらない.若 干先取 りを して述べ ると,

当該地域においては幕末期に至 るまで六斎市

の市 日開催形態が存在 していたのである.

さて,滝 沢博の研究によれば([44])新 町村

に市が初めて立てられたのは,元 和3(1617)

年11月 のことであった とい う.そ れまでは,

近隣の藤橋村 と今井村の間に 「七 日市」 とい

う市が立てられていたのであるが,そ の市場

開催権を譲 り受ける形で新町市の開催 とい う

ことになったのである.そ の段階では,既 に

青梅市は開催 されていた ようで,こ の二つの

市に よって六斎市が完結 していた と考えられ

ている.

ところで両市は,そ の間隔4キ ロとい う至

近にあ り,双 方が独 自の六斎市を持 とうとし

k
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た ために,紛 争 がか な り多か った のであ る.

次 に,こ の紛争 につ いて詳 しくみ てみ る こ

と4rす るが,こ の過 程 を通 じて三 田領 に おけ

る 「市 場 圏」を考 察 してい くことに した い.

2.,市 日 出 入 の 変 遷

青梅 ・新町市の紛争の中心は,何 といって

も市の開催 日にまつわ るものであった.す な

わち,双 方の市が自分たちの市だけで六斎市

を完結 させ たい との欲求 か ら生 じた ものだ っ

た のであ る.独 自に六斎市 を立 て るかい なか

とい うこ とに よって,ど の程度 の利害状 況 の

変化 が あるのか は明確 では ないが,こ の市 日

出入 りは何度 か起 こってい る.こ れ につ いて

も,伊 藤好一・([5]),筑 波大 学歴 史地 理 学

研究 室([46])等 の研究 が あ るが,そ れ らを

踏 ま}た 上 で,簡 単 に この市 日出入 の変 遷 を

た どってみた い と思 う.
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市 日出入の最 も早 い もの は,延 宝 元(1673)

年 に惹起 して い る.そ の原 因 となったのは,

青梅 市側 が5日 と25日 に市 を新 設 しよ うと し

た ところに あった.こ の頃 の,市 立 日は青 梅

市 が2日 ・12日 ・17日 ・22日 で あ り,新 町 市

が7日 ・27日 とな っていた よ うであ り,わ ず

か2日 違 い の市 立 ては,そ の影響 が余 りに も

大 きい と して,市 の差 し止 め訴訟 が新町側 か

ら提 出 され た のであ る.青 梅市 側 の この行動

は,5日 と25日 の市 を加 え る ことに よって六

斎市 の 自己完結 を狙 った ものであ る ことは明

白であ った.実 際に,こ の 日に市が立 て られ

た 際は,か な りの繁栄 をみせ た よ う で あ る

が,そ れ は また新町市 の取 引量に大 きな影 響

を与 えず には おか なか った ので あ る.僅 か4

キ ロの隔た りしか ない市場 間では,当 然 の ご

と く競合 す るわけ であ る し,双 方 の市場 圏 は

この段 階 ではほ とん ど差異 が ない もの と考}

られ る.新 町 側か らすれ ば,こ の青梅市 の2

日間の市 開催 の追 加は,ま さに死活 問題 だ っ

た ので ある.そ のため に,新 町 側 は訴訟 とい

う手段 に出た のであ った.そ の結果,幕 府 は

「先h之 通 」青梅 ・新町 の双方 で六 斎市 を完

結 す る とい う裁 決を下 した の で あ る.つ ま

り,新 町 側 の主 張が その まま受 け入 れ られ た

形 の結果 に なった ので あった.

こ うした裁決 が くだ った に もか かわ らず,

青 梅 は5日 と25日 に市 を立 て続 けた よ うであ

り,翌 年 に も同様 の問題が起 こってい る.す

なわ ち,青 梅側 の六斎 市 の 自己完結 に対す る

欲 求 の強 さの表 われ とも取れ る行 為 で あ っ

た.こ の時 は,両 者 がそれ ぞれ六 斎の市 を持

つ こ とで和解 が成立 した.す なわ ち,青 梅側

は2・5・12・17・22・25日 の6回,新 町側

も4・7・14・19・24・27の6回 の市 を立 て
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るとい うような,六 斎市 としては甚だ変則的

な形態を持つ ようになったのであった(伊 藤

[5],74頁 ～75頁).

ともあれ,こ うして平静が保たれていた両

市間に再び市 日論争が起 こったのは,文 政13

(1830)年 閏3月 の ことであった.こ の時 も

また,新 町側が出訴に及んだのである.そ し

て更に,こ の紛争は天保年間にまでお よぶ長

いものとなってい くのであるが,こ のいきさ

つについては,少h長 くなるが次の史料 によ

ってみることにしよう4).

〈史料1>

「(前欠力)

村柄二御座候,依 之農間稼男者 日雇或者駄賃

取之,女 者糸機木綿縞反物織多 し,古 ず同郡

青梅村 ・新町村両村市場江差出売払,右 助成

を以御年貢御上納諸役相勤,其 余夫食買入父

母妻子養育仕,百 姓相続罷在候所,去 ル文政

十三寅年春中青梅村 二而,新 町村市 日七 日廿

七 日月々両度之市立江差合候をも不厭,右 両

日新規市立相始,新 町村市 日二差障候 二付其

儘難捨置,新 町村 よ り青梅村相手取,其 節御

領主 田安様御役所江奉出訴,猶 当御奉行所様

江御差出二相成,双 方御吟味被為遂始末相分

り,御裁許同様済 口証文被 仰付一・件及塾談,

其後両村市立仕来 り之通 り無滞月h相 立被取

寄,村h弁 利宜敷安心仕候処,又h去 ル未年

八月中青梅村 汐新町村相手取,不 立来市相立

為及難渋候出入之旨申立,支 配 御役所江及

出訴候 二付,双 方御吟味之上当

御奉行様江御差出二相成,当 村御吟味中二御

座候処,一 体右両村土地柄之儀,青 梅村者山

4)「 吉野禎次家文書」.以 下,引 用 す る 文 書

は,特 に断わ らない限 り同家所蔵のものであ

る.
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附 二御座候得者,炭 ・薪 ・其外山中f'差 出候

品々荷物弁利宜敷,新 町村者青梅村 汐壱里余

相隔東之方 こて武蔵野続二寄 り候得 者,野 方

向汐青物 ・雑穀 ・荒物等差出方弁利 二相成,

両村市立有之候を以,第 一所産反物売払方弁

利宜敷,銘 々反物織出 し,稼 方渡世二相成候

二付,前 々汐青梅村之儀者毎月二 日五 日十二

日十七 日廿二 日廿五 日六度宛市立仕,新 町村

之儀者毎月七 日廿七 日弐度宛之市立仕来 り二

御座候間,既 二支配御役所江差出置村柄明細

帳こも両村市立之儀記有之候処,此 上訴答申

立二寄 り,如何様成行可哉難計安心不仕 旨,村

々大小之百姓一同相歎罷在候間,万 一両村之

内何連江な りと一方江片寄 り候財,又 は両村

合而壱 ヶ月八斎之内一市た り共休市等こも相

成候ては,当 最寄村々之儀者別而差支二相成,

往 々渡世相続相成兼候者眼前 二而,其 外山里

遠近商人まて■,一 統不弁利二相成,渡 世向

万事差支難渋至極可仕 旨奉存候間,無 是非此

段奉願上候,何 卒格別之以 御慈悲,右 之次

第被為聞召訳,右 両村共前h之 仕来 り通 り之

日繰を以,青 梅村之儀者毎月二 日五 日十二 日

十七 日廿二 日廿五 日六度宛,新 町村之儀者毎

月七 日十七 日弐度宛市立,永 久相続仕候様被

仰付被下置度奉願上候,右 願之通御聞済被成

下置候ハ ・,最 寄村 々之儀者不及申上,其 外

共一同融通宜敷,村h大 小之百姓永続相成,

莫大之

御仁恵与難有仕合奉存候以上,

(中略)

下師岡村

名 主

天保八酉年八月十六 日 千右衛門

御奉行所様 」

この史料に よってわかることは,ま ず文政

経 済 論 集Vol.XVII,No.2

13年 の出入が,こ れ まで新町 側 の市 日であ っ

た7日 と27日 の両 日に青梅側 が市 を立 て よ う

と した点 に 原 因 が あ った,と い うこ とであ

る.そ のため に新 町側 は出訴 に及 んだの であ

るが,奉 行所 におけ る吟 味の結 果,そ れ以前

の通 り市立 てをす るとい うこ と で 「済 口 証

文」 が取 り交 わ され た.〈 史料1>で は,こ

の 「済 口証文」 の 内容につ いて触 れ られ てい

ないが,そ こで は青梅市 の市 日につ いて 「青

梅村 之儀者 明和之 度書置候 銘細 帳 二二 日五 日

十二 日十七 日廿二 日十五 日与書載 有之 候付」

とい うよ うに記 され て い るの で あ る.そ し

て,新 町市 は7日 と27日 に市を立 て てきた と

も記 されて お り,一 応それ 以前 の形 態 で市 を

立 て る ことで双方 の合意 が成 り立 った こ とに

な ってい る.

さて更 に 〈史料1>を 読み進 んで い こ う.

この合 意 に基 いて市が立 て られ て い た と こ

ろ,天 保6(1835)年8月 に今度 は青梅 側が

新 町側 を相手 取 り出訴 した とい うの であ る.

それ は 「不立 来市相立 為及難 渋候」,つ ま り

新 町側 が決 め られた市 日に市 を立 てて いない

ために青梅 側 が難 渋 して いる,と い う理 由に

よるもので あった.そ れ は,新 町市 の開催 日

を青 梅市 に吸収合 併 しよ うとす る も の で あ

り,文 政期 の青梅側 の市立 日の要求 を別の形

で実 現 しよ うとした ものであ る と考}ら れ よ

う.そ れは また,六 斎市 の独 自完 結 を求 めた

青梅側 の長年 にわ た る悲願 で もあ った ので あ

る.こ の青梅 側の 出訴に対 して新 町側か ら提

出 され たのが,こ の 〈史料1>で あ った.

次 に,新 町側 の反論 をみ て み よ う.そ れ

は,ま ず 第一 に青梅 と新町 の市 では取 り扱 う

商 品が異 な る とい うのであ る.青 梅 市は 山に

近 いの で 「炭 ・薪」等 の山 中で生産 され る燃
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料 が中心 であ り,新 町市 は武蔵 野 に近 いゆa

に 「青 物 ・雑穀 ・荒物」 といった 日用 雑貨 品

が 中心 であ る.し たが って,双 方 の市 が両立

して いる方 が,主 要取 引産物 であ る反 物 を交

換Lて 必 要物資 を手 に入れ る際 も便利 で あ る.

第 二 に,前 々か ら青梅 は2・5・12・17・22

・25日 の6度 ,新 町 は7・27の2度 市を立 て

て ぎてお り,そ れ は役所へ提 出 した 「村柄 明

細帳」 に も明記 され て い るこ とであ る.そ れ

ゆ え,こ れ まで通 り両市合 わせ て月に8度 の

市立 てを承 認 して も らいたい.こ の うちの一

つ で も休市 に なった場合 には,皆 が 難 渋 す

る,と い うもの であ った.そ して,結 局 「右

両村 共前h之 仕来 り通之 日繰 を以」 って市立

て を した い とい う願 い で,そ の主張が結 ばれ

てい るのであ る.

青 梅側か らの訴え に対 し,奉 仕 所 か ら は

「示 談 内示 」が 指示 され て,〈 史料1>の 日

付 けか ら12日 後 の8月29日 に,帰 村 の う}談

判 とい うことに な った ので あ った.し か しな

が ら,そ の談判 は ま とま らず に 「破談 」 に終

わ るのであ る.そ して,そ の後 この問題 は よ

り一層 こ じれ て,10月 に は最 寄 の 村hか ら

「口上 書」 が提 出 され るに至 った.そ れ は,

青 梅 ・新 町双方 の 当事 者 間だけ の問題で はな

く,周 辺の村 々を巻 き込 んでの紛争 へ と拡 大

して い った こ とを意 味 してい る.そ して この

ことは,こ れ まで一 致 してい る と思われ てい

た青梅 と新町 の市場 圏が,微 妙 に食 い違 って

きてい るこ との現わ れで もあ った.

この争い は翌 年 まで継続 した のであ るが,

どの よ うに決着 がつ いた のかを,次 の史料 に

よってみ てみ よ う.

〈史料2>

「 差 上 申一 札之事

$1

私共出入御吟味之処,村 柄之様子難御聞,御

代官青山九八郎様 ・平 岡文治郎様両御手代衆

被差遣,再 応被遂御糺明候処,訴 訟方青梅村

之儀,新 町村市 日ハ毎年十二月廿七 日二限候

由ハ申 口迄 二而難御取用,相 手新町村之儀 も,

往古汐連月七 日 ・十七 日市 日相立候段難 申立

連綿 いた し候儀無之上 ハ,右 申分難相立,市

日之趣村明細帳 二認有之候共,右 ハ素 汐自己

二書出候品二有之其余無証拠申 口過 し儀ハ双

方共御取用難被成,依 之已来青梅村ハニ七六

斎市相立,新 町村ハ連月五 日廿五 日市相立,

且市 日冥加永之儀ハ双方共御支配御役所江申

立可請御糺段被 仰渡候,

一一
,助 七儀,青 梅村 汐村方江相掛候市 日出入

二付,古 来汐之証拠書物難相立 由村役人共

∂及承 一旦江戸宿下代奉公いたし

御奉行所勝手存居候漣,小 前惣代引請,右

出入利運可致与御掛御留役方非分之御利解

有之候,弥 無跡形儀を訴状二認 メ

御老中様方江御駕籠訴致候始末不堵 二付,

手鎖被 仰付候,

右被 仰渡候趣,一 同承知奉畏候,若 相違背

候ハ ・重科可被 仰付候,価 而御請証文差上

申所如件,

天保九戌年四月五 日

江川太郎左衛門当分御預所

武州多摩郡

青梅村惣代

名主

訴訟方 弥左衛門

年寄

同 七 平

新町村惣代

名主

相手方 文右衛門
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年寄

同

同

同

(以下略)

この史料に よれば,

治郎助

弥兵衛

季刊 創 価

」

奉 行所 は青梅側 の 「新

町 の市は毎 年12月27日 だけ立 て られ てお り,

毎 月7日 と27日 に市 を立 て る とい う約束 が守

られ てい ない」 とい う言 い分 を採 用す るこ と

は で きない と した.ま た,新 町側 の 「昔 か ら

7・27日 の両 日に市 を立 てて きてお り,そ れ

は村 明細帳 に も明記 してあ る通 りで ある」 と

い う主張 につい て も,村 明細帳 は 自 らが記入

す る もの であ るか ら,客 観 的 な証拠 に はな り

え ない と して却 下 して いる.そ して,最 終 的

には 「双 方取用 難」 と した 上で,青 梅市 には

これ まで の7・27日 の市 日を5・25日 に変更

す る とい う裁決 を言 い渡 してい る.こ れ はつ

ま り,青 梅側 が念願 と して ぎた六斎 市 の独 自

完 結 を勝 ち取 った とい うことであ り,新 町 側

か らすれ ば,こ の地域 で の六斎市 の リンクか

経 済 論 集Vol.XVii,No.2

ら外れ るとい うことにな った ので あ る.

更に,こ の史料 に よれば この紛争 中に は,

新町 村 の 「助七」 とい う者が 「御老 中様方 江

御駕 籠訴致 候」 とい う大 きな事件 も持 ち上 が

っていた ことを知 る ことがで きる.こ の点か

ら も,こ の市立 日の紛争 は当該地 域 におけ る

重大 な問題 であ り,こ の決 着 に よる周辺 へ の

影響 は少な くなか った こ とが推 測で き よ う.

以上 みて きた よ うに,市 日論争 は最終 的に

青 梅市 の六斎市 の独 自完結 とい う形に な った

訳 で あ るが,こ れ に ともなっ て,周 辺 の村 々

が青梅 と新町双 方 に別れ て訴 訟 に参 加 した と

い う事 実 が 確 認で きるのであ る.そ こで次

に,こ の点 にスポ ッ トを当 てて市場 圏 の問題

を考 えてみ る ことに しよ う.

3.三 田領 と市場 圏

さて,先 に掲げた 〈史料2>の 略 した部分

には,こ の出入の際に訴訟方並びに相手方へ

追加 になった村hが 列記されている.す なわ

ち,こ の紛争がそれぞれの立場でoxの 連合

表2出 入追加村一覧

南小曾木村

下成木村

川井村

棚沢村

上梅沢村

氷川村

境村

河内村

富浦村

駒木野村

日影和田村

柚木村

二又尾村

富岡村

沢井村

小丹波村

白丸村

下梅沢村

栃久保村

原村

川野村

千ケ瀬村

畑中村

下村

御嶽村

大丹波村

富士山新田

矢野村

五ノ神村

羽村

上長淵村

塩船村

上師岡村

下師岡村

川崎村

大門村

吹上村

栗原新田

長谷部新田

藤橋村

河辺村

友田村

福生村

今寺村

下師岡新田

今井村

木ノ下村

注)「 吉野禎次家文書」により作成.
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表5三 田領各村の村明細帳における市場記載

Vol.XVII,No.2

青梅 側 新 町 側 中立

村 名 市場名 村 名 市 場 名 村名 市場名

畑 中 青 梅 河 辺 青梅 ・新町 根ケ布 青梅

日影和田 青 梅 下 師 岡 青 梅 ・新 町 ・飯 能 ・ 野 上 青梅 ・新町

二保尾 青 梅 扇 町 谷 ・八 王 子 ・ 上成木 青梅 ・飯能

沢 井 青 梅 川越城下

谷 野 青梅 ・飯能

新 町 新町

新町新田 青梅

下師岡新田 青 梅 ・新 町 ・飯 能 ・

扇町谷

塩 船 青梅 ・新町

羽 青 梅 ・新 町 ・平 井 ・

五ケ市 ・伊奈 ・八王

子 ・扇町谷 ・川越

註)出 典=青 梅教育委員会r青 梅市史史料集』第26号 ・第27号

を形成 させたのであるが,そ れは青梅 ・新町

の市に対する依存をある程度反映 していると

考 えられ るもので,そ れぞれの市立 日が生活

に結びついていたために,各 村がその ような

行動に出た と考}ら れる.無 論,政 治的 な関

係が皆無であった とはいえないが,そ れに し

て も,そ の基盤には経済的要素が存在 してい

た とみるのが一般的ではなかろ うか.

この出入追加村は,青 梅側26ケ 村,新 町側

が21ケ 村 であるが(表2参 照),そ の連 合 に

はい くつかの特微が見出せるのである.そ こ

で,そ れ らを少h考 察 してみ よう.

まず青梅側であるが,訴 訟参加の村 々は全

て三田領に属 している.こ れ に対 し,新 町側

の訴訟参加の村々は三 田領の村だけではな く

他領の村々を含んでいる(図2参 照).青 梅

の市が,三 田領の経済的中心地であった こと

は疑 う余地が無いものであるが,そ れに して

も同 じ三田領に属 しながら新町側に加担す る

村があることは,新 町市を核 とするそれな り

の経済的エ リアが存在 していたことを うかが

わ せ る.さ らに,新 町 側 には領 を越 えての参

加村 があ った こ とは注意 して も良い点 であ ろ

う.そ れは無論,新 町 市が青 梅市 よ りも一 里

ほ ど東 に位置 して お り,三 田領 の東端 にあ る

とい う地理的要 件 が大 き くものをい ってい る

わけ であ るが,た だそれ だけ でかたず け られ

る もので もな さそ うで あ る.や は り,政 治的

・支 配的枠組 み と しての 「領」 内だ けの繋 が

りに留 ま って いない とい う点 は,重 視 してお

く必 要 があろ うか と思わ れ る,

それ では次 に,政 治支 配的 観点か らの経 済

面 の掌握 とい う意 味 で,各 村hが どの よ うに

お さえ られて いた のかを村高 の変遷 か らみて

み よう.正 保 ・元禄 ・天保 ・明 治各期 の村 高

の数値 を ま とめた ものが表3と 表4で あ る.

これ をみ てまず気 がつ く点 は,青 梅 側 に皆畑

村が 多い とい うことと,新 町側 に新 田が 多 い

とい うこ とで ある.そ れ か ら,さ らに注 意 を

要す る点 は石高 の変化 の様相 の違 いであ る.

まず 青梅 側は,元 禄か ら天保 ・明治にかけ て

石 高が変 化 したのは青梅 村 ・下 村 ・柚 木村 の
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3ケ 村 だけ であ るのに対 し,新 町 側 は変 化 し

なか った のが今 寺村 ・大 門村 の2ケ 村 だけ で

あ る.つ ま り,村 高が 固定化 され て掌 握 され

ていた青梅 側 の村hと,固 定 化 されず 多少 の

変 化が見 られ る新 町側 とい うよ うに,見 事 な

対 照 を示 してい る ことが読 み取れ る.こ れ も

また,地 理的要 件 が絡む と考 え られ る.と い

うのは,山 間村 落 の多い青 梅側 の村 々に比べ

れ ば,新 町 側 の村 々には土質が 悪 い といい な

が らも平坦 部が 多い点 なの であ るが,一 般 的

に,穀 物 生産 高に よって生産 力 を判 断 しよ う

とす る近 世領主 の掌 握方 法 に よれ ば,こ の よ

うな 差異 が 現 れ るの も 無 理 か らぬ こ とで あ

る.だ が,そ れ に して もこの違 いはそ れぞれ

の村 々の経済 的条 件 に変 化を与 えず にはおか

ないで あろ うし,そ れ に よって,近 世 初期 に

は 同一 であ った市 場圏 が,徐hに ではあ るが

青梅 ・新町 の それぞれ の市 を中心 と して ズ レ

を生 じてい った と見 るこ ともで き よ う.

それ では次 に,各 村 にお いて青 梅 ・新町 の

両市 が どの よ うに位 置づけ られ ていた のか,

とい うこ とを 見 るた めに この 地 域 の村 々の

「村 明細帳」 の市場 記載 を検討 してみ よ う5).

管見 の限 りそれ を拾 いま とめ た ものが,表5

であ る.こ れ を検 討 してみ る と次 の こ とがわ

か る.ま ず 第 一に,青 梅 側 に加担 した村hで

は,新 町市 の記載 が全 くな され ていない.す

な わ ち,市 といえば青 梅市 しか ない とい うこ

とで ある.こ の こ とは,青 梅 側 の村hで は青

梅 市 を中心 に経 済生 活が あ る程度 完結 してお

り,先 に述べ た三 田領 に所 属 してい る村hの

み の連合体 であ る こと と共 に考 え 合 わ せ る

と,政 治支配 的 エ リアた る 「領」 の空 間 と経

5)青 梅市教育委員会r青 梅市史 史 料 集 第26

号 ・第27号 』参照.
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済 的 エ リアた る 「市場 圏」 の空 間が合致 して

い る ことを示 して い る とい}よ う.一 方,新

町側 に加担 した村hの 記 載は,青 梅市 と新町

市が 併記 され てい る.た だ し,こ の2つ の市

以外 の市 名が記 され てい る 村 も あ る.例}

ば,下 師岡村 の寛政11(1799)年 の 「明細 帳」

には,高 麗郡 飯能村 ・入 間郡扇町 谷 ・多摩郡

八王子 ・川越 城下等hが 記載 され て い る.谷

野村 で も飯能 村 の記載が あ る.こ れ は,新 町

側 に加担 した村 々の市場 圏 が,単 に新 町市 だ

け で完結 してい ったわ けで はな く,さ らにい

えば,青 梅市 を も含 めた いわゆ る三 田領 内に

留 め られた ものでは なか った こ とを示 してい

るこ とに なろ う.す なわ ち,「 領」 とい う範

疇 を越 え て村 の市場 圏が広 が ってい る とい う

こ とで ある.

ところで,青 梅 ・新町 双方 に加担 しなか っ

た いわば 中立の態 度を取 った村 々の市 名 の記

載 は どの よ うにな ってい るのであ ろ うか.ま

ず,野 上 村 の場 合 は,双 方 の市 名 が記載 され

てい るが,上 成 木村 の場合 は,青 梅市 と飯能

市 と記 され てい る.こ の ことは,少 な くとも

青 梅側 に加 担 した村 々 とその市場 圏 が異 な っ

て い る とい うこ とだけ は指摘 し うる.

こ うした点を見 て くると,三 田領 内 におい

て はそ の市 場圏 は各村hに よって 様hで あ

り,重 層的 に入 り組 んでい る ことが理 解 で き

る.し か しなが ら,そ の なか に あって何 らか

の形 でそれが共通 してい る村 々が結 び付 き,

市 日出入 りの紛 争 に加 担 してい ったの であ っ

た,そ れ は,言 い過 ぎか もしれ ないが,領 内

で市場 圏が完結 してい る村 々とそ うで はない

村 々 との対立 と取れ な い こともない.そ の背

景に は,当 然 生産力 の成長 率の差 や幕 末にか

け ての関東地 廻 り経 済圏 の広が り,ま たそ う
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した商品貨幣経済への リソクの仕方の相違,

等hの 条件が存在 していたであろ う,こ の地

域 の主要特産品であった織物,特 に木綿縞織

りの販売 ・流通圏なども微妙に影響 したに違

いない.と もあれ,「 領」 とい う政治 ・支 配

の枠組み と,「市場圏」 とい う地域経済 ・生

活の枠組みとの関係性が,三 田領における青

梅 ・新町市の出入を通 じて象徴的に現れたの

であった,

V結 びにかえて

三 田領における青梅 ・新町市を例 として,

「領」 と 「市場圏」について若干の考察 を し

てきた訳であるが,最 後に簡単にまとめてお

くことにしよう.

「領」は,政 治 ・支配的枠組みとして 機 能

してお り,年 貢をは じめ各種の役を賦課する

単位であった.そ れは,農 民の地域的結合を

基本 として設定されたものであるだけに,当

初は人 々の経済的行動 もそのエ リアの中で完

結 していた と思われる.日 常生活の必要物資

についても,恐 らく領内の中心的市場で十分

賄えたのではなかろ うか.

三田領の中で も,そ の成立当初か ら年貢の

納入等に際 し換金を必要 としていた村h,特

に山間の村hは,領 内の中心市場たる青梅市

をその場 として活用 していたであろ う.さ ら

に石高の変化が無かった ことに象徴され るご

とく,そ の経済的状況があま り変化 しなかっ

た訳であるか ら,領 外の経済的条件の変化に

対応 してその経済的行為を変化 させる必要性

も無か ったのである.た だ し,中 心的市場そ

のものが大き くな り,市 日等が拡大 されて便

益が計 られてい くことは,歓 迎すべ きことだ

ったのであろ う.し たがって,三 田領におい
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ては一 般的 な石高制 に よってそ の機能 が果た

され る ことが不 可能 な村 々を 中心 に,「 領 」

と 「市場 圏」 が一致 して いた とす るこ とがで

きる よ うに 思え る.

この点 は,市 日紛争 に際 して新町 側 に加 担

してい った村hと の対 比に よって,よ り一層

明白に なろ う.こ の地域 にお いてや や平 坦地

の多 い,ど ち らか といえば生産 力 の拡大 を計

るこ とが可能 な村hは,「 領」 の成立 当 時 は

山間 の村落 と同様 であ ったが,時 代 の進 展 と

ともに生 産力 が上昇 してい くと,も はや 「領」

内の 「市場 圏」 に のみ留 まる こ とな く他領 の

市場 を視野 の なかに含 めた経 済行為 を とる こ

とにな る.そ れ は さ らに,自 領 内に存 在す る

市場 を経済 行為 の範囲 と考 えてい る他領 の村

々 との結 びつ きを も強 く して い き,そ の 「市

場 圏」 を よ り拡大 して い くの であ る.し たが

って,そ こでは もはや「領」と「市場 圏」の一致

は見 られず,そ の地理 的空 間的差 異は時 と と

もに拡大 していか ざ るを えない のであ った.

以上本 稿で は,単 純 に市 日論争 を題 材 と し

て,「 領」 と 「市場 圏」 につ いて論 じて ぎ た

わ けで あるが,こ の問題 につ い ては よ り多 く

の要 素が加 味 され た上 で考察 され なけれぼ な

らない ことは,火 を見 るよ りも明 ら か で あ

る.し か しなが ら,そ れ を果た す には紙数 の

関係 か らも能 力 の点か らも,今 の ところ不可

能 であ る.た だ,「 領」 におけ る経 済 的 側 面

の問題 点を指 摘す るこ とだけは 果たせ た よ う

に思 う.

あ らため て言 うまで もな く,こ の テ ーマに

つ い ては よ り一一層 の蓄積 が必 要 であ る.そ れ

は,政 治的枠組 み と経 済的枠 組 み との対 比だ

けに留 まる もので はな く,こ の時 代に続 く大

きな社 会的 変動,す なわ ち産 業革命 ・資本 主
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義体制の確立 といった問題にまで波及する要

素が含有されているからである.斎 藤修がプ

Rト 工業化論 と大塚史学を比較 した際の要因

の一つに,地 域外市場 と地域 内の市場経済的

発展のどちらに重点が置かれているか とい う

ことをあげているが([30],70頁),当 該 地

域における工業化を考える場合,こ の市 日論

争における連合は興味深い要素を提供 して く

れ るように も思えるのであ る.ま た明治期に

おける,取 引商品や各市場に掛けられた市場

税か らその市場規模を提示 した研究等(梅 村

[11])に 結びついていけば,よ り一一層 盛 か

な地域象を浮かび上がらせることも可能 とな

ろ う.そ して,そ れはまた多摩地域の,さ ら

には関東の地域的特質を明らかにすることに

もつながってい くにちがいない.こ れ らの点

は,今 後の展望 とい うことに してお くことと

しよう.
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